
社会福祉法人 室蘭福祉事業協会 

女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画（第三期） 

 

 

 ワークライフバランスの取れた働き方ができ、男女ともに全職員が活躍できる雇用環

境の整備の次のように行動計画を策定する。 

 

１．計画期間  令和８年４月１日～令和１３年３月３１日 

 

２．課  題   

  ① 年次有給休暇取得率の更なる向上 

    年次有給休暇取得率：法人全体 ４３．７％ / 正職員３０．４％ 

                    （※令和２～令和６年度平均） 

 

  ② 時間外労働の更なる縮減 

    時間外労働時間  ：正職員 ５．１６時間／月あたり 

                    （※令和２～令和６年度平均） 

 

  ③ 育児休業取得率の更なる向上 

    男性   ０％ （取得対象者 ５名中０名取得） 

    女性 １００％ （取得対象者 ８名中８名取得） 

                    （※令和２～令和６年度中） 

 

３．目標と取組内容・実施時期 

 

  目標１（職業生活と家庭生活の両立に関する目標） 

 職員一人当たりの年次有給休暇取得率を５０％以上とする              

 ≪取組内容≫ 

 ▷令和８年４月～ 

  ●定期的に年次有給休暇の取得状況を把握し、取得を促す。特に正職員の取得率が

低いことから、法人、事業所側からの計画的な取得を働きかける。 

 ●事業所間の取得率の差が見受けられることから、業務の見直しや、一時的な人手

不足時の応援体制を確立する。 



 ▷令和９年４月～ 

●事務処理の相互応援、電子化やシステム導入等業務の見直しを行い、生産性向上

や業務効率化を目指す。 

 

 目標２（職業生活と家庭生活との両立に関する目標） 

 職員一人当たりの月平均時間外労働を５時間以内とする              

≪取組内容≫ 

▷令和８年４月～ 

  ●小学校就学前までの子を養育している職員の時間外労働の制限を周知するとと

もに、積極的な活用を促す。 

  ●休日勤務は必要性等を検討のうえ実施し、ほかの行事等との関係を整理し、簡素 

合理化や統廃合に心掛ける。 

 

 ▷令和９年４月～ 

●事務処理の相互応援、電子化やシステム導入等業務の見直しを行い、生産性向上

や業務効率化を目指す。 

  ●会議や打ち合わせ研修は、事前に資料を配布する、オンライン開催を行うなど業

務の効率的な遂行に心掛ける。 

 

目標３（職業生活と家庭生活との両立に関する目標） 

 育児休業取得率 男性２０％以上・女性１００％とする     

≪取組内容≫ 

▷令和８年４月～ 

  ●育児休業制度、出生時育児休業制度の周知を行う。 

  ●男性の育児休業取得の積極的活用を働きかける。 

  ●育児休業の取得しやすい職場の雰囲気の醸成に努める。 

  ●育児休業からの復帰後は、職場情報の提供、円滑な業務引き継ぎや分担、子の看

護等休暇制度の周知、特別有給休暇、年次有給休暇の有効活用への配慮を行い、

法人、事業所全体での子育て支援を行う。 

  

 

 

 

 

 


